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１．尾鷲港港湾機能継続計画の基本方針 

（１）尾鷲港の役割 

 尾鷲港は、三重県東紀州地域の海岸線のほぼ中間に位置し、リアス式海岸による

天然の良港として発展した重要港湾である。背後に大森林を有する大台ヶ原を、前

面に県下有数の漁場を有し、古くから木材及び漁獲物の集積地として重要な役割を

果たしてきた。 

 現在では、通常貨物輸送における水産品の集積地としての役割のほか、熊野灘沿

岸における海上保安拠点としての役割を果たしている。 

また、三重県地域防災計画や尾鷲市地域防災計画等において、南海トラフ地震や

これに伴う津波等により地域が被災した場合の緊急物資等の輸送活動や防災活動の

拠点として位置付けられている。 

 

 

（２）尾鷲港港湾機能継続計画の基本方針 

尾鷲港港湾機能継続計画（以下「尾鷲港ＢＣＰ」という）は、大規模災害等によ

り港湾機能が低下した際、関係機関が共有しておくべき目標や協力体制・行動を事

前に整理・明確化し、発災後の緊急物資輸送や通常貨物輸送に係る尾鷲港の港湾機

能の早期回復を図ることを基本方針とする。 

 なお、尾鷲港ＢＣＰは南海トラフ地震・津波の場合のほか、大規模台風に伴う高

潮・暴風の場合も対象とする。 

 

図 1-1 目標復旧曲線（地震・津波の場合） 
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図１-2 目標復旧曲線（高潮・暴風の場合） 
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（３）尾鷲港港湾施設の耐震対策状況と緊急輸送道路ネットワーク 

尾鷲港港湾施設の耐震対策状況及び周辺の緊急輸送道路ネットワークを下図に示

す。耐震強化岸壁は整備済である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 尾鷲港港湾施設の耐震対策状況及び 

             尾鷲港周辺の緊急輸送道路ネットワーク図 

（参考：三重県緊急輸送道路ネットワーク計画（令和５年２月） を参照し、一部加工のうえ作成） 

 

表 1-1 尾鷲港の耐震強化岸壁一覧 

港湾名 地区名 水深(m) 延長(m) バース数 整備状況 

尾鷲港 林町地区 -5.5 100 1 整備済 

 

 

耐震強化岸壁 
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２．尾鷲港ＢＣＰにおける協力体制 

尾鷲港ＢＣＰでは、中部地方整備局、三重県県土整備部及び第四管区海上保安本部から発せられる情報をもとに、中部地方整備局四

日市港湾事務所、三重県尾鷲建設事務所、中部運輸局海事振興部、尾鷲海上保安部が主体となって、災害協定団体、物流関連団体、港

湾利用者団体、道路関連部局等と連携・協働を図りながら早期の港湾機能回復に向けた、応急復旧活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 尾鷲港における連携・協働体制 

(一社)日本海上起重
技術協会中部支部 

(一社)海洋調査協会 (一社)日本埋立浚渫
協会 中部支部 

（一社）三重県建設
業協会 

災害協定団体 

道路関連 

主に応急復旧活動の役割を担う 

主に物資輸送活動の役割を担う 

（一社）三重県建

設業協会 

三重県 
県土整備部 

尾鷲建設事務所 

中部地方整備局 

四日市港湾事務所 

中部地方整備局 
紀勢国道 
事務所 

尾鷲市  
建設課 

中部運輸局 
尾鷲 

海上保安部 

中部地方整備局 

港湾空港部 

三重県 

県土整備部 
中部運輸局 

第四管区 

海上保安本部 

凡例 

連携・情報共有 

指示・要請 

中部港湾空港建設協会連
合会 

全国浚渫協会 
東海支部 

（一社）三重県測量
設計業協会 

三重県 
県土整備部 

尾鷲建設事務所 
（拠点事務所） 

(一社)日本潜水協会 (一社)港湾技術コンサルタ
ンツ協会 

物流 
関連団体 

（一社） 
三重県トラック 

協会 

港湾 
利用者 
団体 

通常貨物輸送へ向けての連携 

三重外湾 
漁業協同組合  
 尾鷲事業所 
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尾鷲港港湾機能継続計画 協議会の構成員（順不同） 

                           令和８年１月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各構成員の連絡先については、別に整理し、共有する。 

種別 団体・機関等の名称

三重県 県土整備部 港湾・海岸課

三重県 県土整備部 尾鷲建設事務所

尾鷲市 建設課

尾鷲市 防災危機管理課

三重県 県土整備部 道路企画課

三重県 防災対策部 災害即応・連携課

国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課

国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所

国土交通省 中部地方整備局 道路部 道路管理課

国土交通省 中部地方整備局 紀勢国道事務所 管理第一課

国土交通省 中部運輸局 海事振興部 貨物・港運課

海上保安庁 第四管区海上保安本部 尾鷲海上保安部 交通課

一般社団法人 日本埋立浚渫協会 中部支部

三重県港湾空港建設協会

一般社団法人 三重県トラック協会

三重県外湾漁業協同組合 尾鷲事業所

中部電力株式会社 総務部 防災グループ

事務局 三重県 県土整備部 港湾・海岸課

行政機関

関係団体

・企業
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３．被害想定 

（１）広域連携の必要性及び伊勢湾ＢＣＰの策定 
   

ポイン

ト 

大規模災害時には、各港の港湾ＢＣＰと伊勢湾ＢＣＰが連携し

て、災害対応に当たる。 

 

災害時には、伊勢湾各港の港湾機能継続計画（以下、「港湾ＢＣＰ」という。）

に従い、港湾機能の回復がなされるが、被害が広域に及ぶ大規模災害時には、平

時に利用できた資機材・人材が不足し、災害時に必要な対応ができなくなる可能

性がある。大規模災害であればあるほど、資機材・人材の不足が甚だしく、港湾

単独では災害対応に限界がある。社会が混乱する中で、広域の関係者が様々な情

報を共有して、限られた資機材・人材を配置するなど、伊勢湾全体として、災害

対応に当たる必要がある。 

そのため、伊勢湾では、伊勢湾内の広域連携により資機材・人材を確保し、航路

啓開・港湾施設等の応急復旧により緊急支援物資の受け入れるなど、港湾物流機

能の早期回復の実現を目的として、「伊勢湾港湾機能継続計画（以下、「伊勢湾

ＢＣＰ」という。）が策定されている。大規模災害の発生時には、各港の港湾Ｂ

ＣＰと伊勢湾ＢＣＰが連携して、災害対応に当たることが重要である。 

 

 

図３－１ 伊勢湾における港湾機能継続のための広域連携のイメージ 
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（２）伊勢湾ＢＣＰと各港ＢＣＰとの連携体制 
  

ポイン

ト 

広域連携体制にて、伊勢湾全体で限られた資機材・人材を効率

的に配置し、啓開作業に当たる。 

 

伊勢湾ＢＣＰの「発動基準（下図）」に該当する場合は、国・港湾管理者等は、「広域連

携体制」を構築することとしている。 

広域連携体制では、港湾施設等の被災状況、啓開作業のための資機材・人材の調達

状況、岸壁等の応急復旧状況や道路等の啓開状況を考慮し、優先して啓開作業等を実

施する港湾施設を設定することとなる。 

航路啓開については、緊急確保航路及び開発保全航路の啓開を担う国と港湾区域内

の啓開を担う港湾管理者が連携して実施することになるが、限られた資機材・人材を効

率的に配置し、伊勢湾全体で災害対応に当たる必要がある。 

 

表 3-1 伊勢湾ＢＣＰの発動基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 伊勢湾における広域連携体制の概念図 
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図 3-3 伊勢湾における緊急物資輸送ルート確保の流れ 

 

４．被害想定 

４－（１）想定する災害 

 対象とする災害は「地震・津波」及び「高潮・暴風」を想定する 

 １）地震・津波 

想定する災害は、熊野灘地域に大きな地震・津波被害を与えると想定されている

南海トラフ巨大地震とし、地震動、津波の各々について複数ケースの想定のうち、

当該地域に最も大きな影響を与えるケースを想定するものとした。 

区  分 想定ケース 
地震動 陸側ケース  （想定地震動５ケースのうち、揺れによる被害が最大と想定されるケース） 
津波 ケース７    （紀伊半島沖に大すべり域＋分岐断層を設定したケース） 

三重県地震被害想定結果（リスク関係）（三重県防災対策部：平成 26 年 3 月）より 

 

 ２）高潮・暴風 

「高潮・暴風」による災害については、「当該地域における過去最大級の災害」

として、伊勢湾台風を想定災害とする。 

項  目 伊勢湾台風時の概要 
接近日時 昭和３４年９月２６日 
気圧 ９３９．７ｈＰａ  （観測場所：尾鷲） 

最大風速 ２８．１ｍ／ｓ   （観測場所：尾鷲） 

瞬間最大風速 ５１．５ｍ／ｓ   （観測場所：尾鷲） 

最高潮位 ＋３．１０ｍ    （ＤＬ表示 観測場所：尾鷲） 

 伊勢湾台風災害誌      （三重県） 

   伊勢湾台風災害復興計画書  （三重県）より 
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４－（２）港湾施設の被害想定 

 １）地震・津波 

 港湾施設の被害想定は以下のとおりであり、地震の揺れや津波によって港湾区域

内外の水域（航路・泊地等）、岸壁、荷さばき地および臨港道路の被害を想定す

る。 

表４-1 地震規模等の設定条件と想定する被害（地震・津波） 

区  分 設定条件と被害想定 
（設定条件）地震規模 ・ マグニチュード９．０（９．１）

※１ （ ）内は津波断層モデルの値 
（設定条件）潮位 ・ Ｔ．Ｐ．＋０．６６ｍ （朔望平均満潮位）

※２ 
（設定条件）

震度分布等 
震度 ・ 震度７

 ※３ 
最大津波高 ・ Ｔ．Ｐ．＋８．６ｍ（満潮時）

※３ 

港
湾
施
設
被
害 

揺れによ

る被害 
水域（航路・泊

地） 
― 

岸壁 
・ 耐震強化岸壁は軽微な修復により利用可能  
・ 通常岸壁の一部は利用可能 

荷さばき地 ・ 岸壁と荷さばき地の間に０．５ｍ程度の段差が発生 
臨港道路 ・ 埋立地の道路は液状化により不等沈下、舗装に亀裂発生 
ライフライン ・ 電気、通信、水道などの障害 

津波によ

る被害 
水域（航路・泊

地） ・ 瓦礫や小型船舶が港内に漂流、自動車等が海底に沈降
※４ 

岸壁 ― 
荷さばき地 ・ 荷さばき地上に瓦礫が散乱 
臨港道路 ・ 道路上に瓦礫が散乱 
ライフライン ・ 電気、通信などの浸水による障害 

※１：南海トラフの巨大地震モデル検討会（中央防災会議Ｈ２４．３），（第二次報告Ｈ２４.８） 
※２：「港湾及び海岸構造物設計指針」（三重県 Ｈ２８．４） 
※３：三重県地震被害想定結果（ハザード関係）（三重県防災対策部：平成２６年３月） 

※４：瓦礫以外の漂流・沈降状況については、名古屋港湾空港技術調査事務所のシミュレーション結果による 
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図４-1 津波浸水予測図（三重県地震被害想定調査結果：平成２６年３月） 
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２）高潮・暴風 

 高潮・暴風による被害想定は以下のとおりであり、高潮・暴風による港湾区域内

外の水域（航路・泊地等）、岸壁及び臨港道路の被害を想定する。 

表 4-2 想定する被害（高潮・暴風） 

区  分 尾鷲港での被害想定 

港
湾
施
設
被
害 

暴風によ

る被害  
水域（航路・泊地） ・船舶の乗揚げ 

岸壁・護岸 ・走錨した船舶等の衝突による損傷 

荷さばき地・野積場 ・荷さばき地、野積場に貨物が散乱 

臨港道路 ・飛来物、転倒物等による交通障害 
ライフライン ・飛来物の電線切断による停電、通信障害 

高潮によ

る被害 水域（航路・泊地） ・貨物、機材の漂流、沈降 

・流木などの漂流 
岸壁・護岸 ・護岸の倒壊、崩壊 

荷さばき地・野積場 ・荷さばき地、野積場に貨物が散乱 

臨港道路 ・冠水による交通規制 

ライフライン ・浸水による停電 
 

 

 

５．台風接近時の事前の防災行動 
 台風の接近は、地震・津波の被害時とは異なり気象庁から進行方向や速さ等の予報が発表され

るため、事前の防災行動を行うことが可能である。 

 そのため事前の防災行動に着目して検討を行うことが重要となるため、台風接近時に想定され

る標準的な防災行動を時系列的に整理した「フェーズ別高潮・暴風対応計画」を策定した。 

 「フェーズ別高潮・暴風対応計画」は、関係者が迅速かつ円滑な防災行動を効果的・効率的に

行うための判断の参考として活用するツールである。 

 台風接近にともない気象庁発表の情報や港長の勧告等により、構成員は必要な事前の防災行動

をとる。 

 主な事前の防災行動は以下のとおり。 

   ・気象情報等の収集と提供を行う 

   ・職員などの安全確保を行う 

 詳細についてはフェーズ別高潮・暴風対応計画を参照 
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６．回復目標 
尾鷲港において大規模災害発生以降に果たすべき役割は下表のとおりであり、

耐震強化岸壁を中心とした港湾機能回復目標を時系列で整理すると下図のとおり

である。 

被害想定は、「高潮・暴風」と比べて「地震・津波」の方が大きくなるものと

し、港湾機能の回復目標については、「地震・津波」対策を踏まえた目標とする。 

表 6-1 尾鷲港の大規模災害発生以降における役割 

分類 役割 

災害復興活動への支援 
緊急物資の海上輸送拠点として人員、物資燃料、資機

材等の輸送に活用 

背後圏事業者の経済活動を

支える物流機能の確保 

災害発生以降における物流機能（通常貨物輸送）の維

持・確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 耐震強化岸壁を中心とした復旧スケジュール 

  

地震・津波発生！ 
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７．初動対応 
（１） 概要 

・地震及び津波発生後、台風接近時、速やかに命を守る避難行動をとる。 

・安全を確保した後、通信の確保を行う。 

・津波警報、暴風警報等解除後、被害状況調査を実施し、航路啓開、被災貨物・瓦

礫の撤去、必要に応じて港湾施設の応急復旧を実施する。 

 

（２） 尾鷲港ＢＣＰの発動 

尾鷲港ＢＣＰの発動基準は以下のとおりとする。 

 

●発動基準 

① 尾鷲市で震度６弱以上の地震が発生したとき 

② 熊野灘沿岸に津波警報または大津波警報が発表されたとき 

③ 台風に伴い、尾鷲市で暴風警報及び高潮注意報、高潮警報等が発表され、港

湾施設等に甚大な被害が発生し、または発生するおそれが予想される場合に

おいて、その状況を総合的に勘案し、港湾管理者が発動を宣言したとき 

   ※「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合、構成員は速やかに各々が

定める当該情報の発表時の対応を取るとともに、円滑に輸送機能を維持・

復旧できるように体制を整える。 

 

（３） 初動対応 

① 避難 

地震が発生したら、迅速に避難し身の安全を守る。 

台風最接近前に避難し、身の安全を守る。 

 

② 安否確認 

構成員は、各自組織の安否確認を行う。 

 

③ 体制の確立 

構成員は、予め定められた情報共有体制を確立する。 

 

④ 通信手段の確保 

構成員は、複数の連絡手段（衛星携帯電話、固定電話、携帯電話、PC・スマー

トフォンによるメール、FAX 等）により、通信手段を確保する。 

構成員は、事前に衛星携帯電話を設置することが望ましい。 

 

〔留意点〕 

地震発生直後は、職員及び職員家族の安否を確認した後に、速やかに尾鷲港内の

安全確保、二次災害の防止、被災状況の確認等に必要な職員の参集を図る。 

必要人員に対して職員の参集が不足する場合に備えて、広域的な応援要請等の体

制と初動対応の周知・準備をしておく。 

台風接近時には想定される標準的な防災行動を整理した「フェーズ別高潮・暴風対

応計画」に従い、必要な対策を行う。 
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８．緊急物資輸送 
（１）港湾機能の回復目標 

①目標設定の前提条件 

 港湾機能の回復目標の設定にあたっての前提条件は以下のとおりである。 

 

○回復目標を設定する上で、津波警報・注意報の解除を発災２４時間後とする。 

○津波警報・注意報が解除されるまでの間に、三重県及び中部地方整備局は被災

情報や強震計、ＧＰＳ波浪計等の観測データに基づく被害想定により航路啓開

及び施設復旧の範囲・対象を絞り込むなどして、解除後の対処行動の迅速化を

図る。 

 

 

②回復目標の設定 

 港湾機能の回復目標については、被災地における緊急物資備蓄量を３日分とし

て、発災後３日以内に、最小限の緊急物資輸送ルートを確保し、その後、発災後７

日以内に順次、緊急物資輸送ルートの拡充を図ることを目標とする。 

  

 

目標時間 回復目標 

発災後３日以内 ○最小限の緊急物資輸送ルートの確保 

発災後７日以内 ○緊急物資輸送ルートの拡充 

 

 

③復旧の優先順位の考え方 

 復旧の優先順位は、緊急物資輸送にかかる港湾機能の回復に要する日数や道路啓

開の状況等を総合的に判断して決定する。 

 

 考え方 優先度 

耐震強化岸壁 緊急物資輸送のための耐震強化岸壁に係るルート １ 

上記以外の岸壁  
その他救援活動等の円滑な実施に資する岸壁に係る

ルート 
２ 
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④暫定供用について 

緊急物資輸送を開始するため、被災状況及び緊急物資輸送船舶の諸元等に応じて

施設供用の範囲や水深を決定する等により、積極的に暫定供用を行う。 

 

 

○暫定供用は緊急物資輸送船が安全に航行・着離岸できる範囲とし、対象船舶の

船型や航路・泊地の形状、現場条件等を踏まえ、四日市港湾事務所、三重県尾

鷲建設事務所及び尾鷲海上保安部により安全が確認された時点から供用開始す

る。 

 

○緊急物資輸送のための暫定供用開始後も、引き続き航路啓開・被災施設の応急

復旧を実施する。 

 
 

 

（２）優先的に確保すべき港湾機能と目標時間 

「防災基本計画(災害対策基本法 34 条)」、「港湾の施設の技術上の基準・同解

説」(p.938) に示す想定被害、「港湾投資の評価に関する解説書 2011」に示す被災

後の緊急物資輸送の区分をふまえて、大規模災害発生以降に確保すべき港湾機能と

目標時間を下表のように設定する。 
 

表 8-1 優先的に確保すべき港湾機能と目標時間（地震・津波） 

確保すべき港湾機能 目標時間 

緊急物資輸送(第１段階)の確保 

・人命救助に関する人員・物資輸送の確保 

発災後３日以内 

緊急物資輸送(第２段階)の確保 

・生命の維持に関する人員・物資輸送の確保 

発災後１週間以内 

緊急物資輸送(第３段階)の確保 

・生活物資輸送機能の確保 

発災後概ね 1 週間後 

資料：平成 22 年度 港湾地域地震防災対策検討業務 報告書、平成 23年 3 月 

国土交通省中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所をベースに作成 

 

 
（３）港湾機能の回復に向けた行動計画と役割分担 

 発災後、直ちに体制構築および被災状況把握を行ったうえで、航路啓開、岸壁復

旧および臨港道路の応急復旧活動を行う。発災後 72 時間（3日間）を目標として、

耐震強化岸壁（水深-5.5m、延長 100m）において緊急物資の輸送を開始し、その後、

他の施設の応急復旧を行い、本格的な緊急物資輸送に対応する。 
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表 8-2 尾鷲港における行動計画と役割分担（地震・津波） 

  
 

 

発災から２４時間 24時間～72時間 72時間～ 四
日
市
港
湾
事
務
所

三
重
県
（

港
湾
管
理
者
）

尾
鷲
海
上
保
安
部

災
害
協
定
団
体

海
運
事
業
者

港
運
事
業
者

陸
運
事
業
者

中
部
運
輸
局

道
路
管
理
者

自
治
体

参集
被災収集

◎ ◎ ○ ○ △ △ △ △ △ △

航路啓開 △ ◎ 〇 〇

△ ◎ 〇

△ ◎ 〇

臨港道路 △ ◎ 〇 △ △

道路啓開 △ ◎ ◎

△ ◎ ◎ △

◎ ◎ △

◎ ◎ △

連
携

緊急物資
輸送

連携関係者の役割目標時間

尾　鷲　港

岸壁復旧

活
動
内
容

フェーズⅠ

フェーズⅡ

フェーズⅢ・Ⅳ

フェーズⅤ

発

災

①耐震強化岸壁に接続

する港湾区域内の調査

①耐震強化岸壁に接続す

る港湾区域の航路啓開

その他利用可能な岸壁に接続す

る港湾区域内の航路啓開

②耐震強化岸壁の被災

状況調査

②耐震強化岸壁の

応急復旧

その他利用可能な岸壁の応急

復旧

③耐震強化岸壁荷さば

き地の被災状況調査

③耐震強化岸壁荷さばき

地の応急復旧

その他利用可能な荷さばき地の

応急復旧

④耐震強化岸壁に接続

する臨港道路の被災状

況調査

④耐震強化岸壁に接続す

る臨港道路の応急復旧

⑤尾鷲港までの緊急輸送道路の啓開

（臨港道路以外）

津
波
警
報
の
解
除
等（
想
定）

⑥緊急物資の海上輸送 受入

⑦緊急物資の港湾荷役

⑧緊急物資の陸上輸送

緊
急
物
資
の
輸
送
開
始

その他利用可能な岸壁の荷さば

き地の応急復旧

参集、被災情報の収集

その他岸壁への臨港道路の復

旧

※津波警報・注意報解除により海上作業の安全性が 

確認された後に、現地作業を開始する。 

【凡例】 ◎・・・主導的役割を担う主体（幹事役）、〇主導的役割を担う主体 

      △ ・・・協議・調整の対象となる主体 
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表８－３ 尾鷲港における行動計画（高潮・暴風） 
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（４）港湾機能回復に向けた行動計画 

 港湾機能の回復に向けて下記のフローにより行動するものとする。港湾機能回復を行う上でのポイントを次頁以降に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８-1 対処行動のフロー 

①被災状況の調査 ①被災状況の調査 

《航路、泊地の啓開》 
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① 施設の被災状況の調査 

発災直後に被害情報を収集し、被害の概要を把握する。港湾施設の被災状況調査

においては、耐震強化岸壁に接続する水域及び陸域の被災調査を優先して行う。被

災調査結果については、関係機関間で情報共有を図る。 

 

■調査の役割分担 

○港湾施設の調査（担当：三重県尾鷲建設事務所） 

 

■被災調査方法 

≪岸壁、荷さばき地、臨港道路等≫ 

調査は主として、目視で被災箇所の位置、延長、被害程度、被害状況の概略を把握する。 

≪航路、泊地≫ 

浮遊物を目視調査にて把握し、航路・泊地の深浅測量（異常点調査）を行う。 

 

■被災調査内容 

① 水域施設：目視による浮遊物の確認。深浅測量（異常点調査） 

② 外郭施設：移動、沈下、法線の乱れ、亀裂状況等外観の異常の範囲の確認。 

③ 係留施設：陥没及び隆起、法線の乱れ、破損、液状化等の範囲の確認。 

④ 臨港交通施設：陥没（沈下、段差）、亀裂（縦断、横断方向）、破損、液状化等異常

の範囲の確認。 

⑤ 荷さばき地：陥没（沈下、段差）、亀裂（縦断、横断方向）、破損、液状化等異常の

範囲の確認。 

⑥ 照明・標識柱：架空線、ポール等の傾斜及びわん曲状況等の確認。 

⑦ 上屋等：沈下、傾斜、外壁の亀裂等外観の異常の範囲の確認。 

 

 

② 応急復旧方針の決定 

 施設の被災状況の調査結果を踏まえ、緊急物資輸送用の耐震強化岸壁を早急に供

用（暫定供用）させるための応急復旧方針を決定する。 

 

 

表 8-4 応急復旧方針の決定に際しての関係機関 

 

中部地方整
備局 

四日市港湾
事務所 

三重県 
尾鷲建設
事務所 

尾鷲海上
保安部 

航路啓開必要水深の協議・決定 ○ ○ ○ 

耐震強化岸壁の使用可否判断、 応
急復旧作業の方針 

○ ○  

瓦礫一次保管場所 ○ ○  
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③ 応急復旧資機材、要員の調達・運搬 

災害協定に基づき、応急措置を要請し、応急復旧に必要となる要員や資機材等を

調達する。 

発災後の限られた資機材を有効に活用した応急復旧方針に基づき応急復旧資機材

等の調達を指示する。 

 

■資機材・要員の調達・運搬の役割分担 

・締結している災害協定に基づく応急措置の要請 

【担当：中部地方整備局港湾空港部、三重県（県庁、尾鷲建設事務所）】 

・要請に基づく資機材・要員の調達・運搬 

【担当：災害協定団体】 

・資機材の調達は、中部地方整備局及び三重県（県庁、尾鷲建設事務所）が災害協定を締

結している建設関連団体に依頼する 

 
 

表 8-5 災害協定締結状況 
機関 名称 協定締結者 

中部地方整備局 
三重県 
他 
中部地方整備局
管内港湾管理者 

災害発生時における緊急的な
応急対策業務に関する包括的
協定 

一般社団法人日本埋立浚渫協会中部支部長 

中部港湾空港建設協会連合会会長 

一般社団法人日本海上起重技術協会中部支部長 

全国浚渫業協会東海支部長 

一般社団法人日本潜水協会会長 

一般社団法人海洋調査協会会長 

一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長 

中部地方整備局 
港湾空港部 

緊急的な応急対策業務に関す
る災害協定 

一般社団法人日本埋立浚渫協会中部支部長 

一般社団法人日本海上起重技術協会中部支部長 

中部港湾空港建設協会連合会会長 

全国浚渫業協会東海支部長 

港湾施設点検、港湾施設調査
支援に関する災害協定 

一般社団法人海洋調査協会会長 

潜水調査支援に関する災害協
定 

一般社団法人日本潜水協会会長 

港湾施設調査・設計支援に関
する災害協定 

一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長 

防災エキスパート施設点検支
援に関する災害協定 

NPO 法人中部みなと防災ネット理事長 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ支援（水
中部調査）に関する災害協定 

一般社団法人日本潜水協会会長 

災害時の緊急的な対応に係る
業務等に関する協定 

（一財）港湾空港総合技術センター理事長 

三重県 

地震・津波・風水害等の災害

発生時における基本協定 

一般社団法人三重県建設業協会会長 

社団法人三重県測量設計業協会会長 

地震・津波・風水害等の緊急

時における協定書（地質調

査） 

社団法人全国地質調査業協会連合会 

中部地質調査業協会三重県支部 

地震災害等の緊急時における

応急対策に関する協定書 
社団法人日本土木工業会中部支部長 
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④ 応急復旧作業の実施 

耐震強化岸壁に接続する航路・泊地について、啓開作業を実施するとともに耐震

強化岸壁、荷さばき地、臨港道路等の応急復旧を行い、港湾機能の早期回復を図

る。 

尾鷲港の港湾施設の応急復旧における対処行動の全体図は以下のとおり。 

 

■官民含めた役割分担 

①深浅測量（事前測量、確認測量） 

 中部地方整備局所有の海洋環境整備船、海上保安庁の測量船等、災害協定団体の測量船

の役割を協議し、分担する。 

②浮遊物除去作業 

 中部地方整備局所有の海洋環境整備船、海上保安庁の巡視船艇等、災害協定団体の作業

船の役割を協議し、分担する。 

■関係機関の連携 

③臨港道路啓開 

 臨港道路管理者と道路管理者が一般道路の啓開と連携し作業を実施する。 

 実施主体（三重県尾鷲建設事務所、中部地方整備局、尾鷲市建設課） 

④航路・泊地啓開 

 港内の航路・泊地啓開を連携し、作業を実施する。 

 実施主体（三重県尾鷲建設事務所、四日市港湾事務所） 
 

 

⑤ 緊急物資輸送体制の構築 

緊急物資受け入れのため、使用可能な施設を確認し、受け入れ態勢を整える。 

また、港湾荷役関係者等の協力を得て作業可能な集積荷さばき地を確保する。 

 

■耐震強化岸壁における緊急物資輸送船の受け入れ準備 

・緊急物資輸送船が入港、着岸してから直ちに荷役が行えるよう体制を構築す

る。 

・緊急物資輸送船の着岸を支援するための、着岸位置の標示や綱取りが実施でき

る体制を構築する。 

・緊急物資輸送船が着岸した後、直ちに荷さばきが開始できる体制を構築する。 

実施主体（港湾荷役事業者、（一社）三重県トラック協会） 
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図 6-2 尾鷲港の港湾施設の応急復旧における対処行動の全体図 

耐震強化岸壁（緊急物資） 
水深 5.5m×延長 100m 

⑦緊急物資の港湾荷役 
 （中部運輸局、港運荷役事業者） 

⑥緊急物資の海上輸送 
 （中部運輸局、船舶運航事業者） 

④耐震強化岸壁に接続する緊急輸送道路（臨港道路、市道）の啓開 
 （三重県尾鷲建設事務所、尾鷲市、災害協定団体） 

図 8-2 尾鷲港の港湾施設の応急復旧における対処行動の全体図 

⑤尾鷲港までの緊急輸送道路の啓開 （三重県尾鷲建設事務所、尾鷲市、中部地方整備局、災害協定団体） 

①耐震強化岸壁に接続する港湾区域内の航路啓開 
 （三重県尾鷲建設事務所、災害協定団体） 

⑧緊急物資の陸上輸送 
 （中部運輸局、陸運事業者） 

③耐震強化岸壁の荷さばき地の応急復旧 
 （三重県尾鷲建設事務所、災害協定団体） 

尾鷲市役所 

県尾鷲庁舎 

②耐震強化岸壁の応急復旧 （三重県尾鷲建設事務所、災害協定団体） 
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図 8-3 港湾機能の回復に向けての関係機関の役割とフロー図 

区分

関係機関
中部地方整備局

四日市港湾事務所

三重県

県土整備部
尾鷲海上保安部 中部運輸局 災害協定団体 港湾荷役会社 船舶運航事業者 国土交通省

三重県

県土整備部
尾鷲市

求められる活動内

容

・港湾施設の被災状況確認・

調査

・応急復旧活動

・港湾施設の被災状況確認・

調査

・応急復旧活動

・港内水域啓開等

・海上・沿岸部の被災情報収集

・航路標識等の応急復旧

・緊急物資輸送にかかる関

係団体等への協力要請

・港内外障害物等の調査

・港湾施設の応急復旧

・航路啓開作業等

・応急措置によ る荷役等の

実施

・船舶代理店業務・入出港届出

・荷役作業の手配

・緊急物資輸送船舶の運航　等

概ね発災後

0～24時間以内

に完了

参集・情報収集

概ね発災後

24～48時間以内

に完了

施設被災状況

の調査

岸壁・荷さばき地

等の応急復旧活

動

航路・道路等の啓

開活動

耐震強化岸壁にお

ける緊急物資輸送

船の受入

緊急物資輸送船

の入港・着岸と荷

役作業等の実施

概ね発災後

48～72時間以内

に完了

道路業務

・緊急輸送道路施設の被災状況確認・調査

・応急復旧活動

・道路啓開等

港湾業務

目標時間 フェーズ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

参集、被災情報収集

所管施設等の被災状況調査

被災情報及び港湾施設の使用可否状況の調査結果の集約、情報共有

応急復旧方針の決定（啓開ルート、作業方針、ガレキ保管場所等）

応急復旧活動 応急復旧活動
応急復旧活動

浮遊物、沈降障

害物等の調査

作業船の船舶 作業船の船舶

浮遊物、沈降障

害物等の調査

船舶交通、浮遊物等

の情報収集・提供等

浮遊物、沈降障

害物等の調査

作業船の船舶 作業船の船舶

航路・道路啓開活動状況の情報共有

施設供用（暫定共有）の判断・公表

航路啓開作業

（フェーズⅠ）

参集・情報収集

（フェーズⅡ）

被災状況調査

（フェーズⅢ）

道路啓開作業

港湾施設利用許可
航行船舶への情報

提供等

緊急物資輸送の

協力要請

被災状況調査

荷役体制準備

運行体制準備

緊急物資輸送の運航

荷役作業実施
港湾荷役の

協力要請

協定による

支援要請

協定による

支援要請

協定による

支援要請

協定による

支援要請
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９．港湾機能の回復（緊急物資輸送）に係わる行動計画 

 

行動内容  ①耐震強化岸壁に接続する港湾区域内の航路啓開 

実施主体  
三重県尾鷲建設事務所 

  （県庁）  

・ 港湾区域内の航路における深浅測量及び浮遊物の除去を行

う。  

・ 沈降障害物の除去等の災害協定団体による航路啓開作業の監

督・指示する。  

・ 応急公用負担権限の行使の発動を行う。  

 （被害の状況に応じて、中部地方整備局港湾空港部に支援要請

を行う。）  

関係者  

中部地方整備局港湾空港部  
 （三重県からの支援要請を受け、中部地方整備局四日市港湾事

務所に支援活動の指示を行う。）  

中部地方整備局四日市港湾事務

所  

 （三重県が実施する港湾区域内の浮遊物・沈降障害物の除去作

業を支援する）  

尾鷲海上保安部 

・ 船舶交通の整理・指導を行うとともに、船舶への情報提供を

行う。  

・ 水路の状況把握を行う。  

・ 航路標識の状況把握、応急復旧を行う。 

災
害
協
定
団
体 

 

（一社）三重県建設業協

会 尾鷲支部 

・ 災害協定に基づき、三重県尾鷲建設事務所の要請に応じて作

業船団を派遣する。  

・ 三重県尾鷲建設事務所の監督・指示に基づき、浮遊物・沈降

障害物を除去する。  

（一社）日本海上起重技

術協会 中部支部  

 （災害協定に基づき、中部地方整備局港湾空港部の要請に応じ

て作業船団を派遣する。）  

 （四日市港湾事務所の監督・指示に基づき、浮遊物・沈降障害

物を除去する。） 

（一社）日本埋立浚渫協

会 中部支部 

中部港湾空港建設協会連

合会 

全国浚渫業協会東海支部 

（一社）日本潜水協会 

（一社）海洋調査協会   （災害協定に基づき、中部地方整備局港湾空港部の要請に応じ

て測量班・機材を派遣する。）  

 （四日市港湾事務所の監督・指示に基づき、深浅測量および沈

降障害物の調査等を実施する。） 
（一社）港湾技術コンサ

ルタンツ協会 

（社）三重県測量設計業

協会 

・災害協定に基づき、三重県尾鷲建設事務所からの要請に応じて

測量班・機材を派遣する。 

・三重県尾鷲建設事務所の監督・指示に基づき、深浅測量および

沈降障害物の調査等を実施する。 

※（ ）で示した行動は、三重県の支援要請があった場合に実施する 

※応急公用負担権限…非常災害時において、緊急の必要があると認められるとき、他人の物件等で支障となるも

のを収用、処分することができる権限をいう（港湾法第５５条の３）  
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